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　提出書類一覧表　及び　記入要領　

【提出書類一覧表】

	提出書類
	様式番号
	提出
部数
	書式
ｻｲｽﾞ
	ﾌｧｲﾙ
形式
	枚数
制限

	０　事業説明書等説明会参加申込書

	事業説明書等説明会参加申込書
	０－１
	1部
	A4
	Word
	―

	１　事業説明書等に関する質問の際の提出書類
	
	
	
	
	

	事業説明書等に関する質問書
	１－１
	適宜
	―
	Word
	―

	２　参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類

	（１）参加表明及び参加資格確認申請時の提出書類
	
	
	
	
	

	表紙
	２－１
	1部
	A4
	Word
	1枚

	参加表明書
	２－２
	1部
	A4
	Word
	1枚

	委任状
	２－３
	1部
	A4
	Word
	1枚

	参加資格確認申請書兼誓約書
	２－４
	1部
	A4
	Word
	1枚

	参加者構成表
	２－５
	1部
	A4
	Word
	適宜

	設計監理企業の資格要件調書
	２－６
	1部
	A4
	Word
	適宜

	施工企業の資格要件調書
	２－７
	1部
	A4
	Word
	適宜

	共同企業体・認定申請書兼協定書
	２－８
	1部
	A4
	Word
	適宜

	添付資料提出確認書
	２－９
	1部
	A4
	Word
	適宜

	※添付資料　　会社概要、決算関係書類等
	―
	1部
	―
	―
	適宜

	参加表明及び参加資格確認申請関係書類の電子データ
	―
	1部
	―
	CD-R
	―

	（２）参加資格通知後に用いる提出書類

	参加資格がないと認めた理由の説明要求書
	２－１０
	1部
	A4
	Word
	適宜

	構成企業の変更申請書兼誓約書
	２－１１
	1部
	A4
	Word
	適宜

	３　見積書及びプロポーザルに関する提出書類
	
	
	
	
	

	（１）提案書等の確認書類
	
	
	
	
	

	表紙
	３－１
	1部
	A4
	Word
	1枚

	提案書類等提出届兼誓約書
	３－２
	1部
	A4
	Word
	1枚

	提案書類等確認書
	３－３
	1部
	A4
	Word
	1枚

	公募条件及び要求水準に関する誓約書
	３－４
	1部
	A4
	Word
	1枚

	参加辞退届
	３－５
	1部
	A4
	Word
	1枚

	プロポーザル関連書類の電子データ
（様式3-1～3-4及び様式5-0～5-5）
	―
	１部
	―
	CD-R
	―

	（２）見積価格に関する提出書類
	
	
	
	
	

	表紙
	４－１
	1部
	A4
	Word
	1枚

	見積書
	４－２
	1部
	A4
	Word
	1枚

	見積金額内訳書（業務別・費目別内訳書）
	４－３
	1部
	A3
	Word
	適宜

	委任状（代理人を定める場合）
	４－４
	1部
	A4
	Word
	1枚

	見積価格に関する提出書類の電子データ
	―
	1部
	―
	CD-R
	―



	（３）プロポーザル企画提案書
	－
	１部
	－
	CD-R
	－

	表紙
	５－０
	1部
	A4
	Word
	1枚

	評価基準１：上級主任技術者の体制及び業務実績に関するもの

	1-1：上級主任技術者の本件関与の確実性
	５-１-１
	1部
	A4
	Word
	1枚

	1-2：主たる上級主任技術者の類似案件実績
	５-１-２
	1部
	A4
	Word
	1枚

	1-3：主任技術者の補佐・連携体制
	５-１-３
	1部
	A4
	Word
	1枚

	1-4：再委託を含む体制の継続性・責任分担
	５-１-４
	1部
	A4
	Word
	1枚

	評価基準２：施工を担う企業の体制及び類似業務実績に関するもの

	2-1：施工を担う企業の体制
	５-２-１
	1部
	A4
	Word
	1枚

	2-2：施工を担う企業の類似業務実績
	５-２-２
	1部
	A4
	Word
	1枚

	評価基準３：施工計画（安全対策、工程の計画性、実施計画の妥当性等）

	3-1：安全対策の妥当性
	５-３-１
	1部
	A4
	Word
	1枚

	3-2：工程計画の妥当性
	５-３-２
	1部
	A4
	Word
	1枚

	3-3：文化財保護及び一次記録の作成・引継ぎの妥当性
	５-３-３
	1部
	A4
	Word
	1枚

	評価基準４：地元企業に対する加点
	５－４
	1部
	A4
	Word
	1枚

	評価基準５：見積価格に対する加点
	５－５
	1部
	A4
	Word
	1枚



※「ファイル形式」の「Word」はそれぞれ、Microsoft Office Word文書（*.docx）形式を指す。
※見積価格関係書類のCD-Rについては、見積価格に関する提出書類を封入した内封筒に同封すること。
※各種提出資料の捺印においては、印鑑証明書の登録印鑑（実印）とする。
ただし、神戸市契約監理課との書面で印影が確認できるもの（契約書の写し等）を添付すれば神戸市届出印鑑（使用印）でも差支えないものとする。
※様式4-4委任状（代理人を定める場合）は該当する場合のみ提出


（記入要領）
１.一般事項
（１）提出書類の作成にあたっては、事業説明書、本書及び添付の様式等に記載された指示に従って、明確・具体的に記入のうえ、提出する。
（２）提出書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
（３）数字はアラビア字体を使用する。
（４）添付書類については、指定以外のものは提出しない。

２.作成上の共通留意事項
（１）各様式及び添付資料の作成様式、書式サイズ、枚数等は、前掲の【提出書類一覧表】及び各様式に記載の指示に従う。
（２）神戸市で使用するMicrosoft Officeは、Word2016であり、本書及び添付の様式集はこれらをもとに作成されている。
（３）各様式は、前掲の【提出書類一覧表】に記載のファイル形式（「*.docx」）に従って作成する。
（４）提出書類で使用する文字の大きさは、原則として10.5ポイント以上とする。ただし、説明図表等に使用する文字はこの限りではない。
（５）説明図表等を適宜使用して構わないが、規定の枚数に収まるようにする。
（６）各様式の提出枚数が複数枚の場合には、様式の右肩に通し番号を記載する。
（７）書式サイズについて、A4サイズが指定されているものは、A4縦使い横書きにて作成し、左綴じする。
（８）書式サイズについて、A3サイズが指定されているものは、原則としてA3横使い横書きにて作成し、左綴じしてA4サイズに折り込む。
（９）提出書類は、次頁表の区分に従って分冊として別綴じとする。なお、見積価格に関する提出書類は、他の提出書類と区分し、内封筒に厳封して提出すること。
（10）両面印刷は行わない。
（11）各様式において「※」「*」「注」等で記載された注記事項については、書類作成時に削除して構わない。
（12）見積価格に関する提出書類の作成にあたっては、要求水準書に定める当初見積の範囲を十分に確認し、要求水準書において当初見積に含めないものとされている費用を計上しないこと。



【提出書類の綴じる区分】
	綴じる区分
	該当様式

	■参加表明及び参加資格確認申請時

	2　参加資格確認申請時の提出書類
	様式2-1～様式2-9及び添付資料

	■プロポーザルに関する書類提出時

	3（1）提案書等の確認書類
	様式3-1～様式3-4

	3（3）プロポーザル企画提案書
	様式5-0～様式5-5及び添付資料

	■見積価格に関する提出書類

	3（2）見積価格に関する提出書類※
	様式4-1～様式4-4


※見積価格に関する提出書類は、内封筒に厳封して提出すること。

３.提出方法
（１）提出方法、提出期限、提出先及び郵送に関する取扱いは、事業説明書に定めるところによる。提出書類は、紙媒体及び電子データの両方を提出すること。

４.電子データの提出について
（１）参加表明及び参加資格確認申請関係書類、プロポーザル関連書類並びに見積価格に関する提出書類の電子データは、CD-Rに保存して提出すること。
（２）プロポーザル関連書類の電子データを保存したCD-Rと、見積価格に関する提出書類の電子データを保存したCD-Rは、別のCD-Rとすること。
（３）見積価格に関する提出書類の電子データを保存したCD-Rは、見積価格に関する提出書類を封入した内封筒に同封すること。
（４）CD-R本体又はケースには、参加希望者名又は参加者名、提出書類名及び提出日を記載すること。


■ 共通事項入力欄

	物件名称
	[bookmark: 件名]重要文化財旧ハンター住宅解体工事

	公告日
	[bookmark: 公告日]令和８年７月１日

	会社名
	[bookmark: 会社名]○※〇

	所在地
	[bookmark: 所在地]●※〇

	代表者名
	[bookmark: 代表者名]○※●

	所属・役職
	[bookmark: 所属・役職][bookmark: 所属役職]●※●

	担当者氏名１
	[bookmark: 担当者氏名１]〇※⦿

	担当者氏名２
	[bookmark: 担当者氏名２]●※⦿

	電話番号
	[bookmark: 電話番号]⦿※●

	FAX番号
	[bookmark: FAX番号]⦿※⦿

	メールアドレス
	[bookmark: メールアドレス]△※△



上記の※部に該当事項を入力後、両端の記号を削除した後に「印刷プレビュー」を表示、または該当部で選択し「F9キー」を押すと、各ページの内容が更新されます。





　様式　
[bookmark: （様式０－１）]（様式０－１）
令和　　年　　月　　日
事業説明書等説明会参加申込書
神戸市長 様
所在地　　　●※〇
会社名　　　○※〇
所属役職　　●※●
氏名　　　　〇※⦿

「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に関する事業説明書等説明会に参加を申し込みます。

記

◆参加企業（代表）
	会社名
	

	会社所在地
	

	業種
	

	担当者所属・氏名
	

	同上
	

	電話番号 / FAX番号
	

	メールアドレス
	


※1企業あたり２名まで、３企業までとしてください。
※JVでの参加を想定している場合、可能な限り組成予定の複数社での申し込みとしてください。
※「参加企業（代表）」欄に必要事項を記載し、組成予定の企業については以下の「参加企業（２～３）」欄に記載してください。


（様式０－１）

◆参加企業（２）
	会社名
	

	会社所在地
	

	業種
	

	担当者所属・氏名
	

	同上
	

	電話番号 / FAX番号
	

	メールアドレス
	



◆参加企業（３）
	会社名
	

	会社所在地
	

	業種
	

	担当者所属・氏名
	

	同上
	

	電話番号 / FAX番号
	

	メールアドレス
	




[bookmark: （様式１－１）]（様式１－１）
令和　年　月　日
神戸市長　様

所在地　　　●※〇
会社名　　　○※〇
所属役職　　●※●
氏名　　　　〇※⦿


事業説明書等に関する質問書

「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に関する事業説明書等について、質問事項がありますので、提出します。

■質問者
	会社名
	○※〇

	所在地
	●※〇

	所属・役職
	●※●

	担当者氏名
	〇※⦿

	電話番号
	⦿※●

	FAX番号
	⦿※⦿

	メールアドレス
	△※△



※質問は同ファイルの質問内容シートに質問1件につき1枚を使って記してください。
※提出にあたっては、表紙と、質問内容を記したシートを綴じて提出してください。



（様式１-１）
令和８年　月　日
事業説明書等に関する質問書
「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」

	会社名
	○※〇

	所属・役職
	●※●

	担当者氏名
	〇※⦿

	項目
	資料名　（記入例：事業説明書本文／要求水準書）


	
	ページ　（記入例：P6／P6、 8／P18-20）


	
	項目　（記入例：第 １-１-（１））


	内容
	


※質問1件ごとに本シートを1枚使用してください。（複数質問を提出する場合はシートをコピー）
※質問等の内容の他、質問等の意図・背景についてもできるだけ具体的に記載してください。
※文章はできるだけ、簡潔なものとしてください。

[bookmark: （様式２－１）]（様式２－１）








重要文化財旧ハンター住宅解体工事
（設計監理業務及び施工業務の一括発注工事）




参加表明及び参加資格確認申請書類

















（　1　）
（　43　）
[bookmark: （様式２－２）]（様式２－２）
令和８年　　月　　日

参加表明書

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


令和８年７月１日に公告のありました「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザル方式による受注者候補の選定への参加について表明いたします。あわせて、「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」の事業説明書等に基づき、参加資格に関する書類を提出いたします。



[bookmark: （様式２－３）]（様式２－３）
令和８年　　月　　日

委任状

神戸市長　様


	委　任　者
	（参加者の構成企業）
所　 在 　地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印




私は、下記の者に「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザル方式による受注者候補選定に関して、次の権限を委任します。

記

	受　任　者
（代理人）
	（参加者の代表企業）
所　 在 　地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　印

	

	委任事項
	1　参加表明についての一切の件
2　参加資格確認申請についての一切の件
3　参加又は参加辞退についての一切の件
4　復代理人選任についての一切の件




＊参加者の構成企業ごとに提出してください。


[bookmark: （様式２－４）]（様式２－４）
令和８年　　月　　日
参加資格確認申請書兼誓約書
神戸市長　様
〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印

令和８年７月１日に公告された「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルへの参加資格について確認されたく、参加資格を証する書類を添えて申請します。
「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」の参加資格審査を申請するにあたり、当グループ又は共同企業体の構成企業は以下のとおりです。以下の各構成企業は、事業説明書に掲げられている参加資格要件を満たしていること及びこの申請書及び添付書類のすべての記載事項が事実と相違ないこと、並びに他の参加者の構成企業として「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルに参加しないことを誓約いたします。

	番号
	代表企業
	構成企業
	企業の役割
	構成企業の名称及び属性等

	
	
	
	設計監理企業
	施工企業
	

	１
	〇
	
	
	
	商号又は代表者　　○※〇
神戸市競争入札参加資格（・有　・無）
経営事項審査結果の公表（・有　・無）
建設業の許可の区分　　（・特定　・一般）
主たる上級主任技術者の配置予定（・有　・無）

	２
	
	
	
	
	商号又は代表者
神戸市競争入札参加資格（・有　・無）
経営事項審査結果の公表（・有　・無）
建設業の許可の区分　　（・特定　・一般）
主たる上級主任技術者の配置予定（・有　・無）

	３
	
	
	
	
	商号又は代表者
神戸市競争入札参加資格（・有　・無）
経営事項審査結果の公表（・有　・無）
建設業の許可の区分　　（・特定　・一般）
主たる上級主任技術者の配置予定（・有　・無）


＊各構成企業が、「事業説明書 第４章  2 受注者の資格要件」を満たしていることを必ず確認してください。
＊行が不足する場合には適宜追加し、1枚に収まらない場合は本様式に準じて追加作成してください。
＊役割欄には、代表企業、構成企業の区別及び設計監理企業、施工企業の区別を丸印で記載してください。
＊属性等の欄では、該当する項目の「・」に〇印を記載してください。

[bookmark: （様式２－５）]（様式２－５）
令和８年　　月　　日
参加者構成表

	１　代表企業

	所在地　　　　　●※〇
商号又は名称　　○※〇
代表者名　　○※●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
担当者氏名　　　〇※⦿
所属　　　●※●
所在地　
電話番号　⦿※●　　　　　ファックス番号　⦿※⦿
メールアドレス　△※△
本業務における役割：

	２　構成企業

	所在地　
商号又は名称　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
担当者氏名　
所属　
所在地　
電話番号　　　　　　　　　　　　　ファックス番号
メールアドレス
本業務における役割：

	３　構成企業

	所在地　
商号又は名称　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
担当者氏名　
所属　
所在地　
電話番号　　　　　　　　　　　　　ファックス番号
メールアドレス
本業務における役割：


＊　施工企業が代表企業となる場合は、「構成企業（施工企業の代表者）」の記入欄は削除してください。
＊　「本業務における役割」欄には、代表企業・構成企業の別、設計監理企業・施工企業の別及び担当業務を記載してください。
＊　記入欄が不足する場合は、適宜、本様式に準じて作成・追加してください。
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設計監理企業の資格要件調書
	企業の商号又は名称
	

	上記企業の種別
	代表企業 ・ 構成企業　（いずれかを○で囲んでください）

	主たる上級主任技術者
	氏名
所属
所属区分：　・代表企業　　・構成企業

	二人目以降の上級主任技術者
	氏名
所属
所属区分：　・代表企業　　・構成企業　　・再委託

	主任技術者
	氏名
所属
所属区分：　・代表企業　　・構成企業　　・再委託

	主任技術者
	氏名
所属
所属区分：　・代表企業　　・構成企業　　・再委託


＊　主たる上級主任技術者は、要求水準書に定める管理技術者を兼ねるものとします。
＊　二人目以降の上級主任技術者は、構成企業に所属する者又は再委託により配置する者のいずれも可とします。
＊　主任技術者は、上級主任技術者を補佐する者として配置してください。
＊　上級主任技術者及び主任技術者全員について、文化庁主催の「文化財建造物主任技術者講習会」の修了証書の写しを添付してください。
＊　欄が不足する場合は、適宜追加してください。
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施工企業の資格要件調書
	企業の商号又は名称
	

	上記企業の種別
	代表企業 ・ 構成企業　(いずれかを○で囲んでください)

	以下の内容を証する書類の写し等を添付すること

	１　構成企業のうちの少なくとも１企業は、建設業法第3条第1項の規定による「建築一式工事」に係る特定建設業の許可を受けていること。

	建設業法第３条第１項の規定による建築一式工事に係る特定建設業許可通知書又は許可証明書（１企業分でよい）

	２　構成企業のうちの少なくとも１企業は、建設業法第27条の23第１項の規定する経営事項審査を受け、直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建築一式」の総合評点(P)が900点以上、経営状況評点(Y)が800点以上であること。

	該当する企業名：
〔（一財）建設業情報管理センターHPで公表されている経営事項審査結果を確認します〕

	３　構成企業のうちの少なくとも１企業は、過去10年間に重要文化財建造物（史跡名勝・有形民俗の指定区分の建造物を含む）の解体修理工事又は半解体修理工事（上級主任技術者又は主任技術者が常駐するもの）の元請負人としての施工実績を有していること。

	以下のいずれかを提出してください。
・当該工事の修理工事報告書（製本又はデータ。製本の場合は審査終了後返却します）
・契約書の写しと工事内容がわかる説明資料
・主任技術者が常駐したことを示す資料（修理工事報告書を提出する場合は不要）
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共同企業体・認定申請書兼協定書
令和8年　月　日
神戸市長あて
委託業務の共同受注を行うため下記の協定書のとおり重要文化財旧ハンター住宅解体工事共同企業体を結成したので、契約資格の認定を受けたく指定の書類を添えて申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
協定書
（目的）
第１条　当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 神戸市発注に係る重要文化財旧ハンター住宅解体工事（当該事業の内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「本事業」という。）の受注
(2) 前号に付帯する事業
（名称）
第２条　当共同企業体は、重要文化財旧ハンター住宅解体工事共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を　　　　　　　　　　　　　　　　　に置く。
（成立の時期及び存続期限）
第４条　当企業体は、令和　年　月　日に成立し、本事業の委託契約の履行後、発注者の承認があるまでは存続するものとする。
２　本事業を受注することができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、本事業に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の住所及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
（代表者）
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の名称）
第６条　当企業体は、〇〇〇〇を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　第５条に定める全構成員は当企業体の代表者を代理人と定め、当企業体の代表者は、本事業の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、当企業体が存続する間、見積合わせ及びプロポーザルの参加申請、見積及び入札、契約締結、復代理人選任、債権者登録、発注者及び監督官庁等との折衝、請負代金（前払金及び部分払金を含む。）及び保証金の請求及び受領、当企業体に属する財産の管理、並びにその他契約履行に関する一切の件に関する権限を有するものとする。
（構成員の出資の割合）
第８条　各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、本事業について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
　（代表者商号）　　　　　　　　　（出資の割合）　　〇％
　（構成員商号）　　　　　　　　　（出資の割合）　　〇％
２　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに本事業の執行の基本に関する事項、資金管理方法、再委託企業、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本事業の完了に当たるものとする。
（構成員の責任）
第10条　各構成員は、本事業の委託契約の履行及び再委託契約その他の本事業の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、　〇〇銀行　〇〇支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
（決算）
第12条　当企業体は、本事業の完了時、本事業について決算するものとする。
（利益金の配当の割合）
第13条　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
（欠損金の負担の割合）
第14条　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
（事業途中における構成員の脱退に対する措置）
第16条　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が本事業を完成する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち事業途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して本事業を完成する。
３　第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
（構成員の除名）
第16条の２　当企業体は、構成員のうちいずれかが、事業途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２　前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。
（事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成員のうちいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては、第16条第２項から第５項までを準用するものとする。
（代表者の変更）
第17条の２　代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
（解散後の契約不適合責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、本事業の成果物につき種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第19条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

　　　（代表者の商号）　　　外　〇　社は、以上のとおり重要文化財旧ハンター住宅解体工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書　〇　通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、１通は神戸市に提出し、他は各自所持するものとする。
令和〇年　月　日
重要文化財旧ハンター住宅解体工事共同企業体
（代表者）
所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　単社使用印鑑

商号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者又は受任者職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　単社使用印鑑

商号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者又は受任者職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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添付資料提出確認書
構成企業ごとに本様式を作成し、提出してください。
必要書類が揃っていることを確認したうえで、参加者確認欄に○印を記入してください。
	企業名
	　○※〇

	添付書類
	参加希望者
確認
	市確認

	1
	「令和８・９年度神戸市競争入札参加資格」の認定書の写し
	
	

	2
	会社概要
	※1
	

	3
	企業単体の貸借対照表、損益計算書、利益処分案 
（直近3期分）
	※1
	
	

	4
	連結決算の貸借対照表、損益計算書 
（直近1期分）
	※1
	
	

	5
	会社定款
	※1
	
	

	6
	印鑑証明書（原本）
	
	

	7
	法人税納税証明書
	※1
	
	

	
	
	※2
	
	

	8
	消費税納税証明書
	※1
	
	

	
	
	※2
	
	

	9
	商業登記簿謄本
	※1
	
	

	
	
	※2
	
	

	10
	建設業法第３条第１項の規定による建築一式工事に係る特定建設業許可通知書又は許可証明書（少なくとも1社分）
	※1
	
	

	
	
	※2
	
	

	11
	主たる上級主任技術者、二人目以降の上級主任技術者及び主任技術者全員の「文化財建造物主任技術者講習会」の修了証書の写し（設計監理企業からまとめて提出してください）
	
	

	12
	設計監理業務実績を証明できる資料（以下のいずれか）
・重要文化財修理工事の報告書（製本又はデータ。製本の場合は審査終了後返却します）
・契約書の写し及び工事内容がわかる説明資料等
	※1
	
	

	13
	参加表明及び参加資格確認申請関係書類の電子データを保存したCD-R　1部
	
	


※１　直近の「神戸市競争入札参加資格」の認定書の写しを添付した場合は不要です。
※２　添付資料５～８については、本事業の公告日以降に交付されたものに限ります。
＊「7 消費税納税証明書」については、「6 法人税納税証明書」で納税が確認できる場合は不要です。
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令和８年　　月　　日

参加資格がないと認めた理由の説明要求書

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルへの参加資格がないと認められた理由についての説明を求めます。
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令和８年　　月　　日

構成企業の変更申請書兼誓約書

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルについて、参加表明書及び参加資格確認申請書兼誓約書を提出いたしましたが、下記の理由により、別添のとおり構成企業を変更させていただきたく、当該変更後の企業に係る関係書類を添えて提出いたします。
なお、別添における変更後の構成企業は、本件事業説明書に示される参加資格要件を満たしていること、変更後においても要求水準書に定める技術者配置及び業務実施体制を確保できること、並びにこの申請書及び別添書類のすべての記載事項について、事実と相違ないことを誓約いたします。


記

(変更する理由を記載してください)
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重要文化財旧ハンター住宅解体工事
（設計監理業務及び施工業務の一括発注工事）





見積書及びプロポーザルに関する提出書類


















	提案受付番号
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令和８年　　月　　日

提案書類等提出届兼誓約書

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


令和８年７月１日に公告のありました「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルについて、本件事業説明書等に基づき、審査書類等を提出いたします。
なお、提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約いたします。
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審査書類等確認書
	３　見積書及びプロポーザルに関する提出書類
	様式
番号
	提出
部数
	参加者
確認
	市確認

	（１）提出時の確認書類
	
	
	
	

	表紙
	３－１
	1部
	
	

	提案書類提出届兼誓約書
	３－２
	1部
	
	

	提案書類等確認書
	３－３
	1部
	
	

	公募条件及び要求水準に関する誓約書
	３－４
	1部
	
	

	プロポーザル関連書類の電子データを保存したCD-R
	－
	１枚
	
	

	（２）見積価格に関する提出書類
	
	
	
	

	表紙
	４－１
	1部
	
	

	見積書（注）
	４－２
	1部
	
	

	見積金額内訳書（業務別・費目別内訳書）（注）
	４－３
	1部
	
	

	委任状（代理人を定める場合）該当する場合のみ提出
	４－４
	1部
	
	

	見積価格に関する提出書類の電子データを保存したCD-R
	－
	１枚
	
	

	見積価格に関する提出書類を封入した内封筒
	－
	１式
	
	

	（３）プロポーザル企画提案書
	
	
	
	

	表紙
	５－０
	1部
	
	

	評価基準１：上級主任技術者の体制及び業務実績に関するもの

	1-1：上級主任技術者の本件関与の確実性
	５-１-１
	1部
	
	

	1-2：主たる上級主任技術者の類似案件実績
	５-１-２
	1部
	
	

	様式5-1-2の実績を証する資料、修理工事報告書等
（該当する場合のみ）
	同上
	1部
	
	

	1-3：主任技術者の補佐・連携体制
	５-１-３
	1部
	
	

	1-4：再委託を含む体制の継続性・責任分担
	５-１-４
	1部
	
	

	評価基準２：施工を担う企業の体制及び類似業務実績に関するもの

	2-1：施工を担う企業の体制
	５-２-１
	1部
	
	

	2-2：施工を担う企業の類似業務実績
	５-２-２
	1部
	
	

	評価基準３：施工計画（安全対策、工程の計画性、実施計画の妥当性等）

	3-1：安全対策の妥当性
	５-３-１
	1部
	
	

	3-2：工程計画の妥当性
	５-３-２
	1部
	
	

	3-3：文化財保護及び一次記録の作成・引継ぎの妥当性
	５-３-３
	1部
	
	

	評価基準４：地元企業に対する加点
	５－４
	1部
	
	

	評価基準５：見積価格に対する加点
	５－５
	1部
	
	


注　必要書類が必要部数揃っていることを確認したうえで、参加者確認欄に○印を記入してください（市確認欄は、市が使用します）。
注　見積書及び見積金額内訳書は、要求水準書に定める当初見積の範囲に基づき作成していることを確認してください。

[bookmark: （様式３－４）]（様式３－４）
令和８年　　月　　日

公募条件及び要求水準に関する誓約書

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルに対する提出書類一式は、事業説明書等に規定される要求水準と同等又はそれ以上の水準であること、また、事業説明書等に規定される事業条件、提出方法、当初見積の範囲及び当初見積に含めない費用の取扱いをすべて了解し、遵守した上で提出することを誓約いたします。



[bookmark: （様式３－５）]（様式３－５）
令和８年　　月　　日

参加辞退届


神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


令和８年７月１日に公告のありました「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」に係る公募型プロポーザルに対する参加資格確認審査に関する提出書類を提出いたしましたが、都合により参加を辞退いたします。


[bookmark: （様式４－１）]（様式４－１）








重要文化財旧ハンター住宅解体工事
（設計監理業務及び施工業務の一括発注工事）



見積価格に関する提出書類















注　見積価格に関する提出書類は、内封筒に厳封して提出してください。



	提案受付番号
	




[bookmark: （様式４－２）]（様式４－２）
令和８年　月　日

見積書

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印
（代理人を定める場合）
代理人氏名　　　　　　　　　　　　印

「重要文化財旧ハンター住宅解体工事」の事業説明書等に定められた事項を承諾の上、神戸市契約規則に従い、下記の金額により見積ります。

記

件　　名　　重要文化財旧ハンター住宅解体工事

	見積金額
（税抜き）
	
	億
	千
	百
	拾
	万
	千
	百
	拾
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




注1　本見積金額は、要求水準書に定める当初見積の範囲に基づき作成してください。
注２　要求水準書において当初見積に含めないとされている費用は、本見積金額に含めないようにしてください。
注３　金額、月日等の数字は、アラビア字体で明確に記載してください。
注４　金額の頭に￥記号をつけてください。
注５　見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額としてください。
注６　金額は訂正しないでください。
注７　代理人名義で見積書を作成する場合には、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載し、かつ、委任状に押印した印を押印してください。

（参考　見積価格に関する提出書類用内封筒見本）



（例）


見積価格に関する提出書類在中

件名　重要文化財旧ハンター住宅解体工事

参加者名　













注　裏面3か所に届出印により割印してください。

『見積書作成上の注意事項』
１　見積金額は、要求水準書に定める当初見積の範囲に基づき算定すること。
２　要求水準書において当初見積に含めないものとされている費用は、見積書及び見積金額内訳書に計上しないこと。
３　民間賃貸倉庫への部材運搬費、新築格納倉庫の設計及び施工費、旧ハンター住宅解体完了後の素屋根等の解体、撤去、搬出、返却、移設又は保管に要する費用、これに伴う追加仮設、リース契約期間の延長又はリース品の返却に要する費用、素屋根等撤去後の整地費、及び重要材の保管前部分修理費は、当初見積には含めないものとする。
４　前項に掲げる費用は、契約後に条件が確定した時点で、要求水準書及び契約書の定めに従い、設計変更により対応する。
５　ただし、本事業の施工に必要な期間におけるリース契約中の足場その他仮設材のリース料、維持管理、点検等に要する費用は、当初見積に含めること。
６　見積価格に関する提出書類は、紙媒体で1部印刷し、必要な押印を行ったうえ、内封筒に厳封して提出すること。
７　見積価格に関する提出書類の電子データは、プロポーザル関連書類の電子データとは別のCD-Rに保存し、見積価格に関する提出書類を封入した内封筒に同封すること。
８　見積価格に関する提出書類は、事業説明書に定める提出期限までに本市が受領したものに限り有効とする。
[bookmark: （様式４－３）]

（様式４－３）

見積金額内訳書（業務別・費目別内訳書）
第１表　業務別内訳
	
	項目
	単位
	見積金額（税抜き）（円）

	１
	設計監理業務費相当額
（当初見積対象外項目の費用を除く）
	一式
	

	２
	施工業務費相当額
（当初見積対象外項目の費用を除く）
	一式
	

	３
	当初見積対象外項目（注１）
	一式
	－

	
	上記１、２の合計
	一式
	



第２表　施工業務費の費目別内訳
	
	項目
	単位
	見積金額（税抜き）（円）

	2-1
	直接工事費
	一式
	

	2-2
	共通仮設費
	一式
	

	2-3
	現場管理費
	一式
	

	2-4
	一般管理費等
	一式
	

	２
	上記の合計＝施工業務費相当額
	一式
	



第３表　施工業務費に含まれる材料費等の内訳
	区分
	金額（税抜き）（円）
	備考

	施工業務費相当額
（新築格納倉庫に要する費用を除く）
	
	第1表及び第2表の施工業務費相当額と一致

	うち材料費
	
	この欄の合計金額が「施工業務費相当額」と一致することを求めるものではない。

	うち労務費
	
	

	うち法定福利費（事業主負担分）
	
	

	うち安全衛生経費
	
	

	うち建設業退職金共済契約に係る掛金
	
	


（注意事項）
注１　第１表「上記１，２の合計」欄の金額は様式4-2「見積書」の見積金額と一致させてください。
注２　第１表３「当初見積対象外項目」は、金額を記入する必要はありません。
注３　要求水準書において当初見積に含めないものとされている費用は、本内訳書に含めないでください。
注４　第2表の合計額は、第1表「2　施工業務費相当額（当初見積対象外項目の費用を除く）」と一致させてください。
注５　金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記入してください。


[bookmark: （様式４－４）]（様式４－４）
令和８年　　月　　日

委任状（代理人を定める場合）

神戸市長　様

〔参加者の代表企業〕
所在地　●※〇
商号又は名称　○※〇
代表者名　○※●　　　　　印


私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　を代理人として定め、下記の権限を委任します。


記

事業名：重要文化財旧ハンター住宅解体工事

重要文化財旧ハンター住宅解体工事に係る見積書及び見積価格に関する提出書類の作成、押印及び提出に関する一切の件
 
以上

	受任者印
（代理人）
	







[bookmark: （様式５－０）]（様式５－０）








重要文化財旧ハンター住宅解体工事
（設計監理業務及び施工業務の一括発注工事）




プロポーザル企画提案書



















	提案受付番号
	



プロポーザル設問一覧表
	評価基準No
	項目
	配点

	１
	上級主任技術者の体制及び業務実績に関するもの
	【40点】

	1-1
	上級主任技術者の本件関与の確実性
	（15点）

	1-2
	主たる上級主任技術者の類似案件実績
	（5点）

	1-3
	主任技術者の補佐・連携体制
	（15点）

	1-4
	再委託を含む体制の継続性・責任分担
	（5点）

	２
	施工を担う企業の体制及び類似業務実績に関するもの
	【25点】

	2-1
	施工を担う企業の体制
	（15点）

	2-2
	施工を担う企業の類似業務実績
	（10点）

	３
	施工計画（安全対策、工程の計画性、実施計画の妥当性等）
	【15点】

	3-1
	安全対策の妥当性
	（5点）

	3-2
	工程計画の妥当性
	（5点）

	3-3
	文化財保護及び一次記録の作成・引継ぎの妥当性
	（5点）

	４
	地元企業に対する加点
	【10点】

	５
	見積価格に対する加点
	【10点】

	
	合計
	【100点】





[bookmark: （様式５－１－１）]（様式５－１－１）
評価基準１　上級主任技術者の体制及び業務実績に関するもの【40点】
本事業は、国指定重要文化財の調査解体であり、文化財建造物主任技術者（上級）（以下「上級主任技術者」という。）の実質的な関与が不可欠である。
本評価基準では、上級主任技術者及びこれを補佐する主任技術者について、単なる資格者の配置や実績件数ではなく、本事業における関与の確実性、体制の実効性、役割分担の明確性及び履行確実性を総合的に評価する。
	1-1　上級主任技術者の本件関与の確実性（15点）
· 本設問は、主たる上級主任技術者を中心とする複数名の上級主任技術者による体制が、本事業の技術的判断を継続的に統括できるかを確認するものである。
· 提案に当たっては、各上級主任技術者の役割分担、現地確認・指導等の方法、相互補完の方法及び技術的判断の共有方法を具体的に記載すること。
· 評価に当たっては、主たる上級主任技術者による統括性、複数名体制としての現地関与の確実性及び技術的判断の継続性を総合的に判断する。

	




[bookmark: （様式５－１－２）]（様式５－１－２）
	1-2　主たる上級主任技術者の類似案件実績（5点）
· 本設問は、主たる上級主任技術者が、文化財建造物保存修理に係る類似案件において担った役割、主要な判断又は対応内容及び本事業との類似性を確認するための設問である。ただし、記載する案件は最大２件とする。
· 記載内容の客観性を確認するため、修理工事報告書が作成されている案件を優先することとし、企画提案書に修理工事報告書（製本又はデータ）又はこれに代わる記録資料を添えて提出すること。審査終了後、紙資料は返却する。
· なお、二人目以降の上級主任技術者の類似案件実績については、体制の実効性を補足する事項として記載することができる。

	類似案件１
	建物名称
	

	文化財の指定等区分
	

	修理の種別
	・全解体修理　・半解体修理　・部分修理　・屋根補修　・耐震補強
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	担当した役割
	


	主要な判断又は対応内容
	





	本事業との類似性

	


類似案件２
	建物名称
	

	文化財の指定等区分
	

	修理の種別
	・全解体修理　・半解体修理　・部分修理　・屋根補修　・耐震補強
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	担当した役割
	


	主要な判断又は対応内容
	





	本事業との類似性

	







[bookmark: （様式５－１－３）]（様式５－１－３）
	1-3　主任技術者の補佐・連携体制（15点）
· 本設問は、主任技術者が、上級主任技術者の判断及び方針を現場実務に反映する補佐体制となっているかを確認するものである。
· 提案に当たっては、主任技術者の人数、所属、役割分担、現場確認補助、記録作成の確認、発見事項の整理及び協議資料作成の方法を記載すること。
· 評価に当たっては、主任技術者の人数そのものではなく、上級主任技術者を補佐する実務体制、情報整理の確実性及び現場対応力を総合的に判断する。


	




[bookmark: （様式５－１－４）]（様式５－１－４）
	1-4　再委託を含む体制の継続性・責任分担（5点）
· 本設問は、再委託先を含む設計監理業務の実施体制について、責任分担及び情報共有の仕組みが明確であるかを確認するものである。
· 提案に当たっては、構成企業と再委託先の役割分担、責任の所在、指揮命令系統、成果物の確認方法及び引継ぎ方法を記載すること。
· 評価に当たっては、再委託の有無そのものではなく、体制全体としての責任分担、情報共有及び引継ぎ方法の明確性を総合的に判断する。

	




[bookmark: （様式５－２－１）]（様式５－２－１）
評価基準２　施工を担う企業の体制及び類似業務実績に関するもの【25点】
本評価基準では、本事業の施工を担う企業が、文化財建造物の調査解体を安全かつ確実に実施できる体制及び類似業務実績を有しているかを評価する。
評価に当たっては、企業規模や実績件数のみではなく、本事業における役割分担、施工体制の実効性、類似業務との適合性及び履行確実性を総合的に判断する。
	2-1　施工を担う企業の体制（15点）

	〔記載を求める事項の例〕
記載を求める事項を「必須記載事項」と「任意記載事項」に区分するが、任意記載事項に関しては未記載でも減点対象とはしない。
【必須記載事項】
・施工に関与する企業の名称、役割及び担当範囲
元請、主要下請、文化財保護の観点から重要となる専門工事業者について記載すること。
・施工体制図
現場代理人、監理技術者、工種別責任者、品質管理、安全管理、文化財保護担当等の指揮・連絡系統を記載すること。
・専門工種及び技能者の確保方針
主要工種の技能者の確保方法、繁忙期の対応及び代替要員の考え方を記載すること。
【任意記載事項】
・設計監理業務に従事する者及び本市との連絡方法





[bookmark: （様式５－２－２）]（様式５－２－２）
	2-2　施工を担う企業の類似業務実績（10点）
施工を担う企業が、文化財建造物保存修理に係る類似案件において、どのような役割を担ってきたかを確認するための設問である。ただし、記載するのは最大2件とする。JVの場合、代表企業1件、構成企業1件とする。構成企業が複数ある場合、構成企業のうち、業務分担率が最大の企業の実績とすること。
記載に当たっては、当該案件における施工上の役割、本事業との類似性、施工上の工夫、文化財的配慮及び関係者との協議対応が分かるように記載すること。

	類似案件１（代表企業　　企業名：　　　　　　）
	建物名称
	

	文化財の指定等区分
	

	修理の種別
	・全解体修理　・半解体修理　・部分修理　・屋根補修　・耐震補強
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	担当した役割
	・元請　・JV構成員　・主要工種施工者
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	本事業との類似性

	




	施工上の工夫、文化財的配慮又は協議対応
	主任技術者の常駐の有無：□あり、□なし





類似案件２（・代表企業　・構成企業　　企業名：　　　　　　）
	建物名称
	

	文化財の指定等区分
	

	修理の種別
	・全解体修理　・半解体修理　・部分修理　・屋根補修　・耐震補強
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	担当した役割
	・元請　・JV構成員　・主要工種施工者
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	本事業との類似性

	




	施工上の工夫、文化財的配慮又は協議対応
	主任技術者の常駐の有無：□あり、□なし








[bookmark: _GoBack]

[bookmark: （様式５－３－１）]（様式５－３－１）
評価基準３　施工計画（安全対策、工程の計画性、実施計画の妥当性等）【15点】
本評価基準では、文化財建造物の調査解体における安全対策、工程計画及び実施計画が本事業の特性を踏まえ、具体的かつ実現可能な内容となっているかを評価する。
評価に当たっては、文化財保護、安全確保、工程の実現性、実施体制及び履行確実性を総合的に判断する。
	3-1　安全対策の妥当性（5点）
· 本設問は、先行工事から引き継ぐ素屋根等の仮設物を使用し、素屋根内で調査解体を行う本事業の安全対策を確認するものである。
· 提案に当たっては、引継ぎ仮設物の現況確認、使用中の点検・維持管理、素屋根内作業における落下物、崩落、揚重作業、狭隘作業等への対策を記載すること。
· 評価に当たっては、仮設物の安全な使用、素屋根内作業のリスク対策及び文化財部材の保護と作業安全の両立を総合的に判断する。


	〔記載を求める事項の例〕
記載を求める事項を「必須記載事項」と「任意記載事項」に区分するが、任意記載事項に関しては未記載でも減点対象とはしない。
【必須記載事項】
· 引継ぎ仮設物の現況確認、使用条件の把握、点検及び維持管理の方法
· 素屋根内での主要リスクへの対策
【任意記載事項】
· 文化財部材の保護と作業安全を両立するための養生、仮置き、動線管理の考え方
· 火気、粉じん、騒音・振動、有害物質等への安全対策
· 事故、災害、強風、大雨等の緊急時対応
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	3-2　工程計画の妥当性（5点）
· 本設問は、限られた工期の中で、文化財的価値を損なわずに調査解体を進めるための工程計画が、現実的かつ管理可能な内容となっているかを確認するものである。
· 提案に当たっては、全体工程表、主要工程の前後関係、クリティカル工程及び重要工程の管理方法を記載すること。
· 特に、木骨煉瓦造の壁については、解体前の確認、段階的な解体、記録及び方針決定をどのように工程に組み込むかを記載すること。
· 評価に当たっては、工程の合理性、重要工程への時間的配慮及び工程遅延を抑制するための管理方法を総合的に判断する。

	〔記載を求める事項の例〕
記載を求める事項を「必須記載事項」と「任意記載事項」に区分するが、任意記載事項に関しては未記載でも減点対象とはしない。
【必須記載事項】
· 全体工程表、主要工程の前後関係及びクリティカル工程
· 木骨煉瓦造の壁その他文化財的価値又は施工安全上重要となる工程の工程上の位置付け
· 重要工程における確認、記録及び方針決定に要する期間の見込み
· 工程遅延を抑制するための管理方法
【任意記載事項】
· 季節要因、資機材調達、技能者確保及び工程遅延時の回復策
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	3-3　文化財保護及び一次記録の作成・引継ぎの妥当性（5点）
· 本設問は、解体中にしか確認できない文化財的価値に関わる事項を、後続の記録整理業務及び将来の移築再建又は保存修理に活用できる一次記録として整理できるかを確認するものである。
· 提案に当たっては、写真記録、部材番号、部材台帳、再用材記録及び発見事項記録を相互に照合できる形で作成・整理する方法を記載すること。
· 評価に当たっては、一次記録の取得方法、記録相互の照合性及び後続業務への引継ぎの確実性を総合的に判断する。


	〔記載を求める事項の例〕
記載を求める事項を「必須記載事項」と「任意記載事項」に区分するが、任意記載事項に関しては未記載でも減点対象とはしない。
【必須記載事項】
· 解体中に取得すべき一次記録の作成方法
· 写真記録、部材番号、部材台帳、再用材記録及び発見事項記録の照合方法
· 後続の記録整理業務に支障なく引き継ぐためのデータ整理方法
【任意記載事項】
· 保管位置情報、協議記録、解体手順記録等を部材台帳と連携させる方法
· 一次整理版の品質確認及びデータ管理の方法
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評価基準４　地元企業に対する加点【10点】
地元企業に対する加点は表１の「加点（Ａ×Ｂ）欄」の合計点とする。
（表１）
	企業名
	分担業務名
	業務分担率
（Ａ）
	本支店等の所在地（Ｂ）
	加点
（Ａ×Ｂ）注１

	（代表企業）

	・設計監理企業
・施工企業
	/100
	10・５・0
	

	（構成企業１）

	
	/100
	10・５・0
	

	（構成企業２）

	
	/100
	10・５・0
	

	（構成企業３）

	
	/100
	10・５・0
	


加点（Ａ×Ｂ）欄の合計　　　　　　点（注２）
表１の「本支店等の所在地（Ｂ）」による加点は表２による
（表２）
	評価項目
	評価事項
	加点

	本支店等の所在地（Ｂ）
	神戸市内に本店を置く場合
	１０

	
	神戸市内に支店及び営業所がある場合
	５

	
	上記のいずれにも該当しない場合
	０


注１）加点（Ａ×Ｂ）は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第１位までとする。
注２）加点（Ａ×Ｂ）欄の合計は小数点以下第1位を四捨五入し、整数とする。
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評価基準５　見積価格に対する加点【10点】
見積価格に対する加点は、事業説明書第3章２.予定価格に記載されている本事業の予定価格（税抜き）を上限額（Ｕ）、上限額（Ｕ）の90％を加点評価上の下限基準（Ｌ）とし、提出された見積価格（税抜き）に対し下記の線形評価を行って定めるものとする。
価格評価の対象となる見積価格は、要求水準書に定める当初見積の範囲に基づく金額とする。
要求水準書において当初見積に含めないものとされている費用は、価格評価の対象となる見積価格に含めないこと。
見積価格　　　　　　　　　（税抜き）〔予定価格の〇〇％（Ａ）〕
ただし、（A）の算出に当たっては、小数点以下第１位を四捨五入して整数値とする。
1 見積価格＞Ｕの場合：失格
2 見積価格＝Ｕの場合：価格に対する加点は０点とする
3 Ｕ＞見積価格＞Ｌの場合：０点から10点の間で線形補正し価格に対する加点を算出する
価格による加点＝１０×（Ｕ―見積価格）／（Ｕ－Ｌ）
4 見積価格＜Ｌの場合：価格に対する加点は満点（10点）とする
評価基準５の加点額　　　　　　点

